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重点改革項目Ⅱ　市民との真のパートナーシップの形成

大項目 民間活力の効果的な活用 55

中項目 さらなる民間活力導入推進に向けた制度整備

担当課 行政経営課

具体的な改革項目 指定管理者制度施設、民間委託業務の外部評価の実施と制度見直しへの反映

現状と課題
（これまでの取組）

「民間でできることは民間に委ねる」ことを基本とし行政責任の確保等に留意しながら、市民サービスの向上や行政運営
の一層の効率化を図るとともに、地域経済の活性化の観点から、単純定型業務の民間委託や、公の施設への指定管
理者制度の導入などを中心に民間活力の導入を積極的に推進してきた。今後も推進していくにあたり、さらなる市民
サービスの質の向上を図る必要があることから、外部評価制度を導入し、必要な制度見直しに繋げていく必要がある。

改
革
実
施
概
要

改革の目的、
考えられる効果

・民間活力導入業務等の評価に、外部の専門家の意見を取り入れる。
・さらなる市民サービスの質の向上

取組の内容 ・民間活力導入業務等の外部評価制度導入

取組工程
（具体的な内容）

現状
平成25年度

・外部評価の実施
と必要な制度見直
し

平成26年度 最終目標／
27年度以降計画 実績 計画 実績

・利用者アンケート
の実施、市のモニ
タリングなどを通じ
て評価

・外部評価制度の
検討
・外部評価のモデ
ル実施

・指定管理者第三
者評価制度の構
築
・第三者評価のモ
デル実施（亀田東
児童館、石油の世
界館、みどりと森の
運動公園体育施
設）
・評価結果および
改善事項等の庁
内周知（制度運用
の手引き改訂）

・外部評価の実施
と必要な制度見直
し

・文化施設（3施
設）、産業振興施
設、社会福祉施設
で、第三者評価を
実施
・評価結果および
改善事項等の庁
内周知（制度運用
の手引き改訂）

予定通り
進捗

予定通り
進捗

予定通り
進捗

予定通り
進捗

の手引き改訂）

5外部評価件数 3 3 5

進
捗
管
理

（各年度10月、年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組の状況

上半期
（4～9月）

・制度の検討を行い、実
施方針を策定
・対象施設・評価委員の
検討

指
標

5

・評価対象施設の検討
・産業振興施設、社会福
祉施設で、第三者評価を
実施

下半期
（10～3月）

・亀田東児童館、石油の
世界館、みどりと森の運
動公園体育施設を対象に
モデル実施
・評価結果の取りまと
め、評価内容・改善事項
等の庁内周知の実施

・文化施設（3施設）で、
第三者評価を実施
・評価結果の取りまと
め、評価内容・改善事項
等の庁内周知の実施



B B

B

計
画
期
間
の
評
価

（平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定） 総合評価

年
度
評
価

（年度終了後に実施） 平成25年度 平成26年度

取組工程、指標に対する評価

　計画どおり制度を構築
し、モデル実施（3施設）
に繋げることができた。
　また、外部評価を踏ま
え、施設所管課・指定管
理者双方で、改善すべき
事項への対応策を明確す
ることができ、外部評価
制度を構築した効果が
あった。（平成25年度指
定管理者第三者評価実施
報告書参照）
　制度所管課でも、評価
内容を踏まえ、運用の手
引きを見直す（目標管理
型評価書）など改善を
行った。

　計画どおり5施設に対し
て外部評価を実施した。
　評価結果や改善が必要
な事項については、対象
施設だけでなく、全庁に
周知し、制度の適正な運
用に繋げた。

課題、今後の方針、改善事項など
・対象施設の選定方法
・外部評価の本格実施
・結果を踏まえた制度の見直し

・対象施設の選定方法
・結果を踏まえた制度の見直し

平成27年度以降

取組工程、指標に対する評価

　計画どおり第三者評価の制度を構築し、平成25年度にはモデ
ル実施として3施設、平成26年度は本格実施として5施設に外部
評価を実施した。
　有識者による客観的・専門的な観点での評価により、市のモ
ニタリングや指定管理者の管理運営について、双方に改善事項
の指摘があったが、評価結果を受けて対応策を明確にするな
ど、必要な見直しを行い、改革の効果である市民サービスの向
上に繋がった。
　また、評価結果や改善事項を全庁に周知し、制度運用の手引
き（事務処理要領）にも必要な見直しを行ったことで、本市の
指定管理者制度導入施設全体にも効果が波及していくと考え
る。

　引き続き、対
象施設の選定・
評価方法を検討
し、第三者評価
を継続実施す
る。
　併せて、制度
の必要な見直し
を図り、市民
サービスの向上
を図っていく。

・対象施設の選定・評価方法について、引き続き検討し実施（年5施
設）

課題、今後の方針、改善事項など
設）
・評価結果を踏まえ、必要な制度の見直し


